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項 目 記 載 事 項 こ れ ま で の 実 施 状 況 及 び 今 後 の 取 組（予 定）

第１ 平成２ １ 食品安全委員会（以下「委員会」という ）は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８ 平成２３年度においては、平成２３年度食品安全委員会運営計画（平成２３年３月３１。

３年度にお 号）に定める食品の安全性の確保についての基本理念及び施策の策定に係る基本的な方針並び 日食品安全委員会決定）に基づき、重点事項を中心として、食品安全基本法（平成１５年

ける委員会 に食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項（平成１６年１月１６日閣議決定）を 法律第４８号）第２３条第１項に規定する食品安全委員会の所掌事務の円滑かつ着実な実

の運営の重 踏まえ、同法第２３条第１項の所掌事務の円滑かつ着実な実施に努める。 施に取り組んだ。その実施状況は、以下のとおりである。

点事項 なお、消費者庁の設置により、委員会の果たすべき役割に変更があったことから、新たな役

割分担を踏まえ、消費者庁その他の関係行政機関との連携にも配慮しつつ、業務の適切な実施

に努める。

２ また 「食品安全委員会の改善に向けて（平成２１年３月２６日委員会決定 」により取りま、 ）

とめられた改善方策を確実に実施し、委員会の業務の改善を着実に進める。

３ 平成２３年度においては、上記の方針に基づき事業全般を推進するほか、特に、科学的知見

に基づき中立公正に食品健康影響評価等を実施する一方で、国民の不安感等を的確に把握し

て、科学的知見に基づく評価結果等の情報を国民に対して丁寧に分かりやすく発信することと

し、次の事項を重点として定め、その確実な達成を図る。

（１）食品の安全性に対する国民の不安感等を踏まえてリスクコミュニケーションを的確に実施 【実施状況】

するため、様々な機会において国民の不安感等を積極的に把握するとともに、科学的情報等 第６から第８までに記載

について、情報の受け手や使い手のニーズを踏まえてより的確に収集・分析・整理するほ

か、国民がアクセスしやすい様々なツールを用いて丁寧に発信する。なお、緊急時において

は、迅速性を重視した情報発信を行う。

（２）食品健康影響評価等を科学的知見に基づき適切に実施するため、収集・分析した科学的情 【実施状況】

報や調査・研究結果の有効活用等により食品健康影響評価を効果的・効率的に実施するとと 第３から第８までに記載

もに、特に委員会が自ら行う食品健康影響評価（以下「自ら評価」という ）については、。

評価案件決定プロセスへの国民の不安感等の反映、評価案件以外の案件候補についての情報

発信等により国民との関係にも重点を置いて体系的に実施する。また、食品健康影響評価の

結果を適切にリスク管理に反映させるため、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状

況の監視等を活性化するとともに、特に緊急時等において適時に重要事項の調査審議を行え

る態勢や、必要に応じて意見を述べる態勢を整える。

（３）上記(１)(２)については、食品安全行政の国際化の進展にも鑑みて、欧州食品安全機関 【実施状況】

（ＥＦＳＡ）その他の国際機関等との連携、海外への情報発信等の対応を併せて行う。 第９に記載
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第２ 委員会 １ 会議の開催 【実施状況】

の運営全般 （１）委員会会合の開催 ○ ４９回開催

原則として、毎週木曜日１４時から、公開で、委員会会合を開催する。なお、緊急・特段 原則として、毎週木曜日１４時から開催し、全てを公開で開催。

の案件については、臨時会合を開催し、対応する。 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝

子組換え微生物を利用した添加物に関しては、１２月５日に臨時会合を一部非公開で開

催。

○ 委員会の中立公正な食品健康影響評価の確保を図るため、平成２４年２月１６日の

第４１９回委員会会合において 「食品安全委員会における調査審議方法等について」、

（平成１５年１０月２日食品安全委員会決定）を全面改正した。

（２）企画等専門調査会（平成２３年９月３０日以前は、企画専門調査会、リスクコミュニケー 【実施状況】

ション専門調査会又は緊急時対応専門調査会）の開催 ○ 企画専門調査会を１回開催

四半期に一回以上開催し、以下の事項について調査審議する。 第３８回会合（６月３日）

・ 平成２２年度食品安全委員会運営計画（平成２２年４月１日委員会決定）のフォローア ・ 平成２２年度食品安全委員会運営計画のフォローアップについて審議し、了承。

ップ及び平成２２年度食品安全委員会運営状況報告書（平成２３年５～６月頃） ・ 平成２２年度食品安全委員会運営状況報告書（案）について審議し、了承。

・ 「自ら評価」案件の候補の検討・選定（同年８～１２月頃） ・ 平成２３年度食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件選定の進め方に

・ 平成２３年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告（同年１０～１２月頃） ついて審議。

・ 平成２４年度食品安全委員会運営計画（平成２４年１～２月頃）

・ 委員会が行うリスクコミュニケーションに関する実施計画、実施状況及び改善策 ○ 緊急時対応専門調査会を１回開催

・ 緊急事態への対処体制の強化方策の検討を行うとともに、委員会の緊急時対応の指針に 第３３回会合(９月２日)

基づいた、緊急時対応訓練の設定及び訓練後の検証等を行い、必要に応じこれらを見直す ・ 平成２２年度食品安全委員会緊急時対応訓練結果及び東北地方太平洋沖地震にお

こと ける対応状況について審議し、了承。

・ 上記のほか、委員会から調査審議を求められた事項 ・ 平成２３年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画(案)等について審議し、了承。

また、上記事項の調査審議に当たって、委員会の運営全般について、これまでの業務実績 ・ 食品安全委員会緊急時対応手順書及び緊急時対応マニュアルの見直しについて審

の評価結果や国民から寄せられる意見情報等も踏まえ、幅広い観点から点検を行い、委員会 議し、了承。

業務の改善に向けた提案等についても検討する。

○ １０月１日、企画専門調査会、リスクコミュニケーション専門調査会及び緊急時専

門調査会の３専門調査会を統合。

○ 企画等専門調査会を２回開催

第１回会合（１１月２１日）

・ 平成２３年度「自ら評価」の選定について審議。

・ 平成２３年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について審議。

第２回会合（平成２４年２月３日）

・ 平成２３年度「自ら評価」の選定について審議。

・ 「自ら評価」案件の今後の進め方について審議し 「自ら評価」案件の取扱いにつ、

いて（案）を了承。

・ 平成２４年度食品安全委員会運営計画（案）について審議し、了承。
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・ 平成２３年度食品安全委員会緊急時対応訓練結果（案）について報告。

・ 平成２４年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）について審議し、了承。

・ 平成２３年度における食品安全委員会のリスクコミュニケーションの実施状況に

ついて報告。

（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催 ① 食品健康影響評価に関する専門調査会の開催

危害要因ごとに食品健康影響評価を行うため、必要に応じ、各専門調査会を開催する。そ 【実施状況】

の際、以下の事項に特に留意し、評価の迅速化・質の向上を図る。 計 １３４回開催

・ 添加物専門調査会 １１回・ 必要に応じて専門調査会の下に部会やワーキンググループを設置するなど、効率的な調

・ 農薬専門調査会 ５０回査審議に努める。特に、既存の専門調査会での審議が困難な課題や複数の専門調査会に審

・ 動物用医薬品専門調査会 ８回議内容がまたがる課題に対しては、(ⅰ)専門調査会に他の専門調査会の専門委員を招いて

・ 器具・容器包装専門調査会 ２回議論する、(ⅱ)関係する専門調査会を合同で開催する、等の既存の枠組みにとらわれない

・ 化学物質・汚染物質専門調査会 ６回柔軟な対応を行う。

・ 微生物・ウイルス専門調査会 ９回・ ポジティブリスト制度下における評価案件数の増加等に対応するため、明らかに評価が

・ プリオン専門調査会 ４回不要な案件、既に評価が終了した案件等について 「食品安全委員会が既に食品健康影響、

・ かび毒・自然毒等専門調査会 ２回評価の結果を有している評価対象について、食品安全基本法第２４条の規定に基づき意見

・ 遺伝子組換え食品等専門調査会 １３回を求められた場合の取扱いについて （平成２１年１０月８日委員会決定）に基づき、効」

・ 新開発食品専門調査会 １０回率的に調査審議を進める。

・ 肥料・飼料等専門調査会 １０回

・ 放射性物質の食品健康影響評価に関する

ワーキンググループ ９回

（注）開催回数には部会等の開催回数も含まれる。

（23年度実績）

② 調査審議の効率化

【実施状況】

○ 以下のとおり調査審議の効率化に努めた。

・ 平成２１年１０月に決定した「食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を

有している評価対象について、食品安全基本法第２４条の規定に基づき意見を求め

られた場合の取扱いについて」に基づき、効率的な調査審議を行った。

・ 同決定に基づき、専門調査会による調査審議を経ることなく委員会において評価

することとなった例：農薬 エスプロカルブ、ノバルロン

・ 平成２２年５月に決定した「農薬であって農作物の収穫後に添加物としても使用

されるものについて、食品安全基本法第２４条の規定に基づき意見を求められた場

合の取扱いについて」に基づき、効率的な調査審議を行った。

・ 同決定に基づき、農薬専門調査会に添加物専門調査会の適当な委員を参画させて

調査審議をすることとなった例：アゾキシストロビン

・ ３月２９日付けで「緊急とりまとめ」を行った後、４月１４日の第３７８回委員

会会合において、食品中に含まれる放射性物質に係る食品健康影響評価の調査審議

を行うため 「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置、
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した。

・ ７月２１日の第３９１回委員会会合において、遺伝子組換え植物の掛け合わせ品

種の調査審議を行うに当たり、効率的な調査審議が可能となるよう要件や手続を定

めた「遺伝子組換え植物の掛け合わせ品種の取扱いについて」を決定し、同決定に

基づき、遺伝子組換え食品等専門調査会による調査審議を経ることなく委員会にお

いて調査審議を行った。

（４）専門調査会の連携の確保 【実施状況】

複数の専門調査会に共通する事項等に関し、委員及び専門委員の間で意見交換を行うこと ○ 平成２４年３月２日に委員と各専門調査会座長等の意見交換会を実施し、緊急時へ

を目的として、専門調査会座長会を年１回以上開催する。 の対応、調査審議方法等及び調査審議の迅速化について意見交換を行った。

２ 平成２２年度食品安全委員会運営状況報告書及び平成２４年度食品安全委員会運営計画の作 【実施状況】

成 ○ 平成２２年度食品安全委員会運営状況報告書について、６月３日の第３８回企画専

（１）平成２２年度食品安全委員会運営状況報告書の作成（平成２３年５～６月頃） 門調査会で審議し、６月９日の第３８５回委員会会合において決定した。

平成２２年度食品安全委員会運営状況報告書について、企画専門調査会において調査審議し

た上で、委員会において取りまとめる。

（２）平成２４年度食品安全委員会運営計画の作成（平成２４年１～３月頃） 【実施状況】

平成２４年度食品安全委員会運営計画について、企画等専門調査会において調査審議した上 ○ 平成２４年度食品安全委員会運営計画について、平成２４年２月３日の第２回企画

で、委員会において取りまとめる。 等専門調査会で審議し、同年３月２２日の第４２４回委員会会合において決定した。

第３ 食品健 １ リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件の着実な実施 【実施状況】

康影響評価 リスク管理機関から必要な資料が的確に提出されるようにするとともに、提出された資料の ○ リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件については、リスク管理機

の実施 十分な精査・検討等を通じて以下にも留意しつつ、科学に基づく客観的かつ中立公正な食品健 関との間で事前及び事後の連絡を密にし、リスク管理機関から必要な資料が的確に提

康影響評価の実施に努める。 出されるよう努めるとともに、提出された資料の精査・検討はもとより、国民からの

意見・情報の募集等を十分に行い、科学的知見に基づく客観的かつ中立公正な食品健

康影響評価を着実に実施した。特に、JECFAの安全性評価が終了し、欧米諸国で長期間

使用が認められているいわゆる国際汎用添加物については 「国際汎用添加物に係る食、

品健康影響評価に関する連絡会議の開催について （平成２４年３月１日付け食品安全」

委員会事務局・厚生労働省医薬食品局食品安全部申し合わせ）に基づき、連絡会議を

平成２４年３月１３日及び２９日に開催した。

（１）平成２２年度末までにリスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件について 【実施状況】

は、その要請の内容等にかんがみ、評価基準の策定の必要がある場合、評価に必要な情報が ○ これまでに評価要請のあった案件については、資料の揃った案件から着実に調査審

不足している場合その他特段の事由がある場合を除き、平成２３年度中に食品健康影響評価 議を進めた。

を終了できるよう努める。

ただし、専門調査会での調査審議に必要な追加資料を要求したもの等については、必要に 〔参考：平成２４年３月３１日現在〕

応じ、リスク管理機関から資料の提出があるまで審議を中断することとする。 ・ これまでのリスク評価対象案件数
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１，７１７案件（うち今年度に評価依頼のあった案件 ２０８案件）

・ これまでに評価が終了した案件数（自ら評価案件を含む ）。

１，１５８案件（うち今年度に評価を終了した案件 １５４案件）

○ 審議の過程で必要な資料が不足していることが判明したときには、速やかにリスク

管理機関に資料要求を行った。

○ 調査審議の透明性を可能な限り確保する観点から、これまでと同様、知的財産や個

人情報の点から公開になじまないものを除き、審議内容等をホームページ上で公開し

た。

（２）企業からの申請に基づきリスク管理機関から要請を受けて行う食品健康影響評価について 【実施状況】

は 「企業申請品目に係る食品健康影響評価の標準処理期間について（平成２１年７月１６ ○ 該当品目の処理期間を管理することで、標準処理期間の達成に努めた。、

日委員会決定 」に基づき、要請事項の説明を受けた日から１年以内に結果を通知するよう）

努めるものとする。 ○ 平成２３年度においては、リスク管理機関から７８件の評価要請を受け、前年度ま

でに評価要請のあったものを含めて、６８件（うち２件は標準処理期間を超過）の評

価結果をリスク管理機関に通知した。

（３）既にポジティブリスト制度が導入された分野や既に評価要請がなされた清涼飲料水の規格 【実施状況】

基準に係る評価案件については、引き続き優先度を考慮した上で、順次、計画的に食品健康 ○ 平成２１年１０月に決定した「食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を有

影響評価を進める。 している評価対象について、食品安全基本法第２４条の規定に基づき意見を求められ

た場合の取扱いについて」等に基づき、効率的な調査審議を行った。

○ 農薬の評価については、平成２２年６月１日の第６２回農薬専門調査会幹事会にお

いて決定した「農薬専門調査会の運営体制に関する事項」に基づき幹事会と部会の関

係を見直し、検討すべき事項に応じた各部会での効率的な審議に取り組んだ。

（４）国際汎用添加物に関して、行政刷新会議から指摘のあった「食品添加物の承認手続の簡素 【実施状況】

化・迅速化」中の関係部分について取り組む。 ○ 厚生労働省と情報交換を行い、対応について検討を行った結果、いわゆる国際汎用

添加物４５品目のうち、食品健康影響評価の依頼が行われていなかった９品目につい

て、４月２１日の第３７９回会合（３品目）及び４月２８日の第３８０回会合（６品

目）において、厚生労働省から評価要請がなされた。

○ 食品健康影響評価が終了していない１５品目のうち、３品目（サッカリンカルシウ

ム、リン酸一水素マグネシウム及びイソプロパノール）について、国民からの意見・

情報の募集手続きを経て、委員会の評価を終了した。

○ 「JECFAの安全性評価が終了し、欧米諸国で長期間使用が認められているいわゆる国

際汎用添加物（国際汎用香料を除く ）についての食品健康影響評価依頼をするために。

必要な資料に関するガイダンス （平成２４年３月１日付け府食第２２０号、内閣府食」



6

品安全委員会事務局評価課長通知）に基づき、いわゆる国際汎用添加物の審議開始の

迅速化を図った。

２ 評価ガイドラインの策定 【実施状況】

食品健康影響評価の内容について、案件ごとの整合を確保し、調査審議の透明性の確保及び ○ 評価ガイドラインの策定については、平成２４年２月１０日の第８０回農薬専門調

円滑化に資するため、優先度に応じ、危害要因ごとの評価ガイドライン（評価指針、評価の考 査会幹事会において 「農薬の食品健康影響評価における代謝/分解物に関する考え方、

え方等）の策定を進める。具体的には、農薬、動物用医薬品、飼料添加物及び器具・容器包装 について」の策定に関する中間報告が行われ、平成２４年度にまとめることとされ

の評価ガイドラインについては、食品健康影響評価技術研究の成果も適宜活用しながら、起草 た。

作業等を着実に進め、早期策定を目指す。

３ 自ら評価を行う案件の定期的な点検・検討及び実施 ＜「自ら評価」の選定について＞

（１ 「自ら評価」案件の選定 【実施状況】）

委員会は、委員会が一元的に収集した危害情報に関する科学的知見、食の安全ダイヤル等 ○ 「自ら評価」の案件候補について、ホームページ上で７月１５日から８月１５日ま

を通じて寄せられた危害についての科学的情報、当該危害に対するリスク管理機関の対応状 での間、広く国民から募集した。また、食品安全モニター（４７０名）に対しても案

況等の情報を定期的に整理する。 件候補の募集を行った。

「自ら評価」を行う案件の選定についての優先順位の考え方を踏まえ、広く国民の不安感

等を反映しつつ、委員会が整理した情報に基づく案件候補のほか、広く国民の意見を踏まえ ○ 上記の募集や食の安全ダイヤル等を通じて寄せられた情報に基づき、自ら評価の案

て案件候補を決定する。 件候補をリストアップした。

また、調査審議の継続的・体系的な実施の観点から過去の調査審議において科学的知見の

不足等を理由に評価案件とされなかった案件候補や調査研究事業等により情報を収集してい ○ 平成２３年度の「自ら評価」については、募集結果等を踏まえ、情報を収集・整理

る案件候補を含めて検討すること等を前年度に引き続き実施し、委員会において平成２３年 し、１１月２１日の第１回及び平成２４年２月３日の第２回企画等専門調査会並びに

度内に「自ら評価」案件の選定を行う。 平成２４年２月１６日の第４１９回委員会会合において審議した結果、平成２３年度

また 「自ら評価」を行うには至らないとされた案件についても、ファクトシート、Ｑ＆ の「自ら評価」対象案件はないが、調査審議の対象となった案件について情報提供を、

Ａ等による国民への情報提供や意見交換会の実施、外国政府機関との連携等による情報収集 実施することとなった。

の継続を行うなど、適切な措置を講じる。

なお 「自ら評価」を行う案件の選定に関連して実施するリスクコミュニケーションにつ ＜平成２２年度の「自ら評価」対象とならなかった案件に係るファクトシートについて＞、

いては、案件候補の性質や件数に応じて、意見・情報の募集や意見交換会等の手法を適切に 【実施状況】

選択する。 ○ 平成２３年２月１７日の第３６７回委員会会合において、平成２３年度内にファク

さらに、緊急・特段の評価案件については、委員会において対応するものとし、特に緊急 トシートを作成することとされたハザードについて、平成２２年度及び平成２３年度

を要する案件については、事案の性質に応じて諸外国が実施した評価レビューを実施するな 食品安全確保総合調査により必要なデータの収集・整理を実施した （平成２２年度調。

どを含め、より迅速かつ柔軟な対応を行う。 査：有機スズ化合物、平成２３年度調査：フッ素樹脂、パーフルオロ化合物、本来的

に食品に含まれる硝酸塩、くんせい中のベンゾピレンなど多環芳香族炭化水素（特に

ベンゾピレン 、放射線照射食品））

○ 同委員会会合において、情報提供することとされたハザードについて、平成２３年

度食品安全確保総合調査により必要なデータの収集・整理を実施した （ラップフィル。

ム、クロム、シリコーン、ヒスタミン、ジビエ食材を介したヒトと動物の共通感染

症）

○ ホームページ上で平成２２年度の「自ら評価」の実施状況を掲載するとともに 「自、
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ら評価」の案件候補に係る情報を掲載し 「自ら評価」案件に選定されなかったものに、

ついても情報提供を行った。

＜外国政府機関との連携等による情報収集について＞

【実施状況】

○ 各国の食品安全に関する行政担当者を中心とした化学物質の安全性に関するリエゾ

ングループ及び食品中の微生物の安全性に関するリエゾングループの電話会議及びFac

e-to-Face会議に参加し、ハザードに関する情報収集を行った （５月１３日、９月８。

日、平成２４年３月２２日）

○ 食品の安全性の確保に関する情報について、世界保健機関（ＷＨＯ 、国連食糧農業）

機関（ＦＡＯ 、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）等の国際機関及び諸外国の関係行政機関、）

新聞、インターネット等から日々幅広く収集、整理及び分析を行い、データベース化

した情報は食品安全総合情報システムを用いて隔週ごとに登録し、ホームページに掲

載した（平成２３年度における登録総数：３，４６１件 。）

（２ 「自ら評価」の実施 ＜科学的知見等の情報収集について＞）

「自ら評価」を行うことを決定している案件について、現時点で得ることができる科学的知 【実施状況】

見等の情報収集に努めるとともに、委員会が委託して行う各種の調査及び研究を「自ら評 ○ 「自ら評価」を行うことを決定している案件について、インターネット等を通じて

価」にも活用できるよう効果的・効率的に組み合わせて行い、その成果を適切に活用し、食 最新かつ正確な科学的知見等の情報を収集し、平成２２年度の「自ら評価」案件であ

品健康影響評価の質的向上に努める。その際、リスク管理措置の実現可能性や勧告意見申出 る加熱時に生じるアクリルアミドについて、収集した情報の整理・分析を行い、その

等の必要性を視野に入れた検討にも努める。 結果を１２月２２日の第４１３回委員会会合において報告した。

また、委員会は 「自ら評価」を行うこととなった案件について、必要に応じて、調査審議、

の状況や見通しに関して専門調査会から報告を受け、以後の取扱いを検討する。 ＜調査及び研究の活用について＞

個別の案件については、以下のとおり進める。 【実施状況】

・ 「食中毒原因微生物に関する食品健康影響評価 （平成１６年度決定）については、微生 ○ 平成２３年度新規食品健康影響評価技術研究については、６月２日の第３８４回委」

物・ウイルス専門調査会において 「食品により媒介される微生物に関する食品健康影響評 員会会合において、別添資料１のとおり、４研究領域の７課題を研究課題として採択、

価指針（暫定版 」に基づき、優先度の高い３評価案件（腸管出血性大腸菌、サルモネラ・ し、そのうち自ら評価案件として２課題採択した （アルセノシュガー、アルセノリピ） 。

エンテリティディス、ノロウイルス）の評価の実施に必要なデータの収集等を進めるとと ッドを含有する食品摂取による健康リスク評価、食品中のアルミニウムの神経発達系

もに、その他の微生物・ウイルスに関する案件の評価の実施可能性に係る調査審議を進め への影響など、新生児発育に対するリスク評価研究）

る。

・ 「我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価 （平成１９年度決定）に ＜リスク管理措置の実現可能性や勧告・意見申出等の必要性を視野に入れた検討について」

ついては、引き続き、プリオン専門調査会において、評価が終了していない国のうち、当方 ＞

からの質問書に対する回答があった国に係る調査審議を進める。 【実施状況】

・ 「食品（器具・容器包装を含む）中の鉛の食品健康影響評価 （平成１９年度決定）につ ○ 勧告・意見具申等の必要性の有無についての検討を行うため 「自ら評価」を行った」 、

いては、引き続き、化学物質・汚染物質専門調査会鉛ワーキンググループにおいて調査審議 案件について、実施状況調査を行い、農林水産省において 「鶏肉中のカンピロバクタ、

を進める。 ー・ジェジュニ／コリ」について、畜産事業者向けに生産衛生管理のハンドブックを

・ 「食品中のヒ素（有機ヒ素、無機ヒ素）に関する食品健康影響評価 （平成２０年度決 作成し、周知徹底することなど、評価結果に基づき、一部管理措置が講じられている」

定）については、引き続き、化学物質・汚染物質専門調査会において調査審議を進める。 ことを確認した。

・ 「オクラトキシンＡに関する食品健康影響評価 （平成２０年度決定）については、引き」

続き、かび毒・自然毒等専門調査会において調査審議を進める。 ＜「自ら評価」案件に係る食品健康影響評価の実施について＞
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・ 「トランス脂肪酸に関する食品健康影響評価 （平成２１年度決定）については、引き続 ① 食中毒原因微生物に関する食品健康影響評価」

き、新開発食品専門調査会において調査審議を進める。 【実施状況】

・ 「アルミニウムに関する食品健康影響評価 （平成２１年度決定）については、評価に必 ○ 食中毒原因微生物５案件（二枚貝中のＡ型肝炎ウイルス（ 二枚貝におけるＡ型肝炎」 「

要な情報の収集を進める。 ウイルス」に改訂 、豚肉中のＥ型肝炎ウイルス（ ブタ肉におけるＥ型肝炎ウイル） 「

・ 平成２２年度に「自ら評価」を行う案件として選定されたものに関して、所要の情報収集 ス」に改訂 、生鮮魚介類中の腸炎ビブリオ（ 生鮮魚介類における腸炎ビブリオ」に） 「

・整理を進める。 改訂 、鶏肉中サルモネラ属菌（ 鶏肉におけるサルモネラ属菌」に改訂 、ＲＴＥ食品） 「 ）

・魚介類中のリステリア・モノサイトゲネス（ 非加熱喫食調理済み食品（Ready-to-e「

at食品（RTE食品）におけるリステリア・モノサイトゲネス」に改訂）について、１月

１２日の第４１４回委員会会合において、微生物・ウイルス専門調査会から審議結果

の報告が行われ、これらを含む、リスクプロファイルが作成された８案件について、

消費者庁、厚生労働省及び農林水産省に情報提供した。

② 我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価

【実施状況】

○ 評価が終了していない対象国のうち質問書に対する回答があった５ヶ国のうち３ヶ

国（バヌアツ、アルゼンチン、ニュージーランド）について、国民からの意見・情報

の募集手続を経て、１２月８日の第４１１回委員会会合において評価を終了し、その

評価結果を厚生労働省及び農林水産省に通知した。

○ 評価の終了していない対象国のうち質問書に対する回答があった５ヶ国のうち２ヶ

国（ノルウェー、ホンジュラス）については、１０月１３日の第６６回プリオン専門

調査会において調査審議を終了した。なお、本評価については、国民からの意見・情

報の募集手続を経て、平成２４年５月２４日の第４３２回委員会会合において評価を

終了し、その評価結果を厚生労働省及び農林水産省に通知した。

③ 食品及び器具・容器包装中の鉛に関する食品健康影響評価

【実施状況】

○ 化学物質・汚染物質専門調査会鉛ワーキンググループから、化学物質・汚染物質専

門調査会に対し、一次報告を行った。

④ 食品中のヒ素（有機ヒ素、無機ヒ素）に関する食品健響影響評価

【実施状況】

○ 平成２４年２月１５日の第７回化学物質・汚染物質専門調査会汚染部会において、

調査審議した。

⑤ オクラトキシンＡに関する食品健康影響評価

【実施状況】

○ 第２０回かび毒・自然毒等専門調査会において、提示された急性毒性、亜急性毒

性、慢性毒性・発がん性、生殖発生毒性、遺伝毒性、腫瘍形成の機序等に係るたたき

台を基に、調査審議を継続した。

⑥ トランス脂肪酸に関する食品健康影響評価
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【実施状況】

○ 「食品中に含まれるトランス脂肪酸」について、国民からの意見・情報の募集手続

きを経て、平成２４年３月８日の第４２２回委員会会合において評価を終了し、その

評価結果を消費者庁、厚生労働省及び農林水産省に通知した。

⑦ アルミニウムに関する食品健康影響評価

【実施状況】

○ 平成２３年度から食品健康影響評価技術研究で「食品中のアルミニウムの神経発達

系への影響など、新生児発育に対するリスク評価研究」の研究を開始した。

⑧ 平成２２年度に「自ら評価」を行う案件として選定された、加熱時に生じるアクリル

アミドに関する食品健康影響評価

【実施状況】

○ これまでに収集したアクリルアミドに関する情報・科学的知見の再整理を実施し、

１２月２２日の第４１３回委員会会合に報告し、同委員会会合において、化学物質・

汚染物質専門調査会で調査審議することを決定した。

また、１２月２２日の第３回化学物質・汚染物質専門調査において、化学物質部会

の委員を中心に調査審議することとなった。

（３ 「自ら評価」の結果の情報発信 【実施状況】）

「自ら評価」の評価結果について丁寧に分かりやすく情報発信するのはもちろんのこと、 ○ 地方公共団体と共催して行った意見交換会において、食中毒原因微生物であるカン

「自ら評価」案件として決定されなかった事項についても適切な手段で情報発信するなど、 ピロバクター・ジェジュニ／コリのリスク評価結果等を取り上げ、情報提供を行っ

国民の不安感等を踏まえてその解消に向けた情報発信を行う。 た。

○ ホームページ上に自ら評価の実施状況及び平成２２年度の自ら評価の提案案件につ

いての参考情報を一覧で掲載し 「自ら評価」の案件として決定されなかったものにつ、

いても情報提供を行った。

（４ 「自ら評価」の結果の活用の働きかけ 【実施状況】）

「自ら評価」の評価結果を活用して適切なリスク管理措置が行われるよう、リスク管理機関 ○ 調査対象期間中に新たに評価結果が確定した「自ら評価」案件はなかったが、以前

に対して積極的に働きかける。 に「自ら評価」を行った「鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリ」につい

て、平成２３年度前半の第１４回調査において、厚生労働省、農林水産省の取組みを

確認した。具体的には、厚生労働省においては、食鳥処理場等に対するリスク低減措

置について研究を行っていくこと、消費者への普及啓発及び自治体への要請をしたこ

と、農林水産省においては、農場の衛生対策状況の調査を行ったこと、都道府県担当

者等と意見交換を実施したこと、ブロイラー農場における汚染鶏群・非汚染鶏群の区

分及びそれを検出するための方法の開発等に関する研究を開始したこと等の対応が図

られていたことを確認した。なお、本件について、同年度後半の第１５回調査におい

て、厚生労働省、農林水産省の取組みを確認し、現在取りまとめ中である。
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第４ 食品健 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の監視（モニタリング）等を活性化するた 【実施状況】

康影響評価 め、以下の取組を実施する。 ○ ４月に、厚生労働省、農林水産省、消費者庁及び環境省に対して実施した第１４回

の結果に基 調査の結果について、第４０２回委員会会合（１０月６日）において報告した。

づく施策の １ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査 〔調査対象〕

実施状況の 委員会の行った食品健康影響評価の結果が食品の安全性の確保に関する施策に適切に反映され ・ 平成２２年４月から平成２２年９月までの間に食品健康影響評価の結果を通知

監視 ているかを把握するため、リスク管理機関に対し、平成２３年度中に２回、食品健康影響評価の した評価品目（６分野７２品目）及び前回（第１３回）までの調査において具体

結果に基づき講じられる施策の実施状況を、勧告・意見申出等を行う可能性にも配慮して調査す 的なリスク管理措置が講じられていなかった評価品目（９分野１５６品目）

る。当該調査の結果については、平成２３年１０月頃及び平成２４年４月頃を目途に取りまと 〔結果概要〕

め、それぞれ委員会会合において報告する。 ・ 前回（第１３回）までの調査において具体的なリスク管理措置が講じられてい

さらに、必要に応じて、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況について、リスク管 なかった品目を含め、分野別に以下の品目数について結果報告した。

理機関から報告を受けることにより、適時適切な実施状況の把握に努める。特に、食品健康影響 添加物：１６品目、農薬：１１１品目、動物用医薬品：５３品目、化

評価の結果の通知後、リスク管理機関において施策の実施までに長期間を要している案件につい 学物質・汚染物質：３０品目、微生物・ウイルス：２品目、かび毒・

て、きめ細かくフォローを行うこととし、必要に応じて委員会への報告を求めるなど適切な対応 自然毒：１品目、遺伝子組換え食品等：１１品目、新開発食品：２品

を行う。 目、肥料・飼料：２品目

また 「自ら評価」の結果通知時に勧告・意見申出等を行った場合には、評価結果を踏まえた ・ 調査対象２２８品目のうち、リスク管理措置済みであったものは９７品目であ、

リスク管理措置状況等について定期的に報告を受けることにより監視する。 った。なお、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁に対して実施した第１５回調

なお、勧告・意見申出等については、引き続きその積極的な活用に向けた考え方の整理を行うと 査については現在取りまとめ中である。

ともに、緊急時においては、重要事項についての調査審議を行える態勢や、必要に応じてリスク

管理機関への意見申出を行える態勢を整える。

２ 食品安全モニターからの報告 【実施状況】

委員会が行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況について情報の提 ○ 平成２３年度食品安全モニターについては、４月１日に新規モニターとして２３５

供を受けるとともに、食品安全に関する意見・要望等を聴取し、食品の安全性の確保に関する施 名（応募総数７７９名）及び２２年度からの継続モニターとして２３５名の計４７０

策の的確な推進を図るため、全国に４７０名の食品安全モニターを依頼し、地域におけるリスク 名に依頼した。

管理状況等の把握に努める。

また、食品安全モニターが情報提供等をしやすいよう、参考となる資料を食品安全モニターに ○ モニターに委員会の取組、放射性物質による食品への影響や食肉の生食に関して等

配布するなど環境整備を図る。 について知識及び理解を深めてもらうとともに、モニター同士による意見・情報交換

を行うため、５月２０日から６月２２日までの間、全国７会場で１０回（東京３回、

大阪２回、札幌、仙台、名古屋、岡山及び福岡各１回 、食品安全モニター会議を開催）

した。

○ 食品安全モニターの活動実績は、以下のとおりである。

・ 食品安全行政等に関する意見等について２４８件（平成２４年３月末現在）の随

時報告があり、関係行政機関に回付するとともに、２か月毎に取りまとめて、委員

会会合において概要を報告した。

○ ８月に実施した「食品の安全性に関する意識等について」において、毎年継続して

実施している調査や放射性物質による食品への影響や食肉の生食に関して食品安全モ

ニターの意識調査を実施した。併せて、平成２３年度において委員会が自ら食品健康

影響評価を行う案件候補について、募集を行った。
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第５ 食品の 最新の科学的知見に基づいた食品健康影響評価等を的確に行うため、今後５年間に委員会にお 【実施状況】

安全性の確 いて推進することが必要な調査・研究について目標及びその達成に向けた方策（道筋）を示した ○ 平成２３年度度新規食品健康影響評価技術研究については、６月２日の第３８４回

保に関する 「食品の安全性の確保のための調査研究の推進の方向性について （平成２２年１２月１６日委 委員会会合において、別添資料１のとおり、４研究領域の７課題を研究課題として採」

調査・研究 員会決定）に基づき、調査・研究企画調整会議の調査審議も踏まえ、調査・研究を効果的・効率 択した。

事業の推進 的に行う。課題の選定及び成果の活用に際して「自ら評価」案件も考慮に入れる。

○ 平成２１年度及び平成２２年度に採択した研究課題で、平成２３年度に継続予定と

１ 食品健康影響評価技術研究の推進 されていた１４課題のうち１課題研究については、平成２３年度における中間評価の

科学を基本とする食品健康影響評価のより一層の適正化に資するため 「研究領域設定型」の 結果を踏まえ平成２２年度で終了することとし、別添資料２の１３課題について継続、

競争的研究資金制度により、以下に留意して、食品健康影響評価技術研究を推進する。 して実施した。

なお、平成２３年度で終了した５課題については、平成２４年６月に事後評価を行

うため、現在、研究結果を取りまとめ中である。

○ 平成２４年度新規研究課題の選定について、１２月８日の第４１１回委員会会合に

おいて研究領域を決定した、研究課題の募集を１月に行った。

（１）食品健康影響評価技術研究の課題の公募に当たっては、新たな食品健康影響評価手法の策 【実施状況】

定等により食品健康影響評価の一層の適正化に資する研究領域を設定する。 ○ 研究領域の設定については 「食品の安全性の確保のための調査研究の推進の方向性、

なお、公募の際には、幅広い大学等の関係研究機関に所属する研究者が参画できるよう周 について」に基づき、１２月８日の委員会会合で決定した。

知するとともに、課題の選定等に関する議事の概要を公表して透明性を確保する。

○ 公募については、ホームページ、メールマガジン、プレスリリース、日本学術会議

メールニュースへの掲載及び関係大学等への郵送による通知等により、広く周知を行

い、府省共通研究開発システム（e-rad）を利用して研究課題の公募を受け付けた。

また、調査・研究企画調整会議の議事概要を作成し、ホームページで公開した。

（２）平成２２年度に終了した研究課題については、事後評価を適切に実施する。また、得られ 【実施状況】

た研究成果については、専門調査会等で食品健康影響評価を行う際の審議、意見交換等に活 ○ 平成２２年度終了課題（７課題）については、９月２９日の第４０１回委員会会合

用するとともに、調査・研究合同成果発表会の開催や委員会ホームページでの公表等により において、別添資料３のとおり事後評価の結果を決定し、当該結果を研究者に通知す

研究成果の普及に努める。 るとともに、ホームページで公開した。

具体的には 「目標以上の成果があった」が２課題 「目標を達成した」が２課題、、 、

「目標の達成には不十分であった」が３課題であった。

○ また、得られた研究成果については、ホームページで公開するとともに、１０月２

６日に「平成２３年度食品健康影響評価技術研究成果発表会」を開催し、主任研究者

からの発表が行われた。

（３）平成２３年度の新規採択課題を含め平成２４年度に継続する計画の研究課題については、 【実施状況】

目的とする成果につながるよう年度途中において進捗状況調査を行うとともに、中間評価を ○ 進捗状況調査については、１１月上旬より順次、全受託者に対し調査表を交付し、
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適切に実施する。 １１月末日までに調査表を回収した上で、その結果をとりまとめ、１２月５日の第７

回調査・研究企画調整会議に報告した。

○ 平成２４年度に継続する計画の１５課題について、平成２４年１月３１日までに研

究成果報告書の提出を受け書面審査を実施した。平成２４年２月６日及び８日のヒア

リング審査において内容を審査した上で同月２４日の第９回調査・研究企画調整会議

において、全ての課題について継続の可否を確認し、平成２４年３月１日の第４２１

回委員会会合において、全て継続とする中間評価の結果を決定し、受託者へ通知し

た。

（４）研究費の適切な執行を図る観点から、平成２３年度新規課題を中心に、研究受託者に対す 【実施状況】

る実地指導を推進する。 ○ 全研究受託者に対し、１１月９日から１月３０日までの間、実地指導を実施した。

○ 全受託者に対し１１月９日から平成２４年１月３０日までの間、実地指導を実施し

た。実地指導においては、進捗状況調査で回収した調査表の内容等について、主任研

究者と面談の上、聞き取り確認を行い、適宜指導を行った。

○ １１月３０日に経理手続等を定めた「平成２３年度食品健康影響評価技術研究事務

処理マニュアル」を策定し、受託者に対して、その内容の周知を行った。

（５）平成１７年１月３１日に設置した「食品の安全性の確保に関する試験研究の推進に係る関 【実施状況】

係府省連絡調整会議」等を適宜開催し、厚生労働省及び農林水産省との連携・政策調整の強 ○ 食品の安全性の確保に関する研究については、食品リスク情報関係府省担当者会議

化を図りつつ、食品の安全性の確保に関する研究を更に推進する。 等を通じて、厚生労働省及び農林水産省担当者と情報共有を行った。

２ 食品の安全性の確保に関する調査の推進 【実施状況】

食品健康影響評価等を行うために必要な食品に係る様々な危害要因に関するデータの収集・整 ○ 平成２３年度においては、別添資料４のとおり、８課題を調査課題として選定し、

理・解析等を行う食品安全確保総合調査については、平成２３年度に実施する課題を５月頃まで 調査実施機関と請負契約を行い、調査を実施した。

に決定する。また、入札参加者を増やすことで、より的確な調査成果を得るため、シンクタンク

業界団体等を通じて公告関係情報を迅速に提供するとともに、公告開始から入札までの期間を延 ○ 選定した調査課題については、調査概要、調査実施機関等をホームページ等で公開

長するなど入札環境を改善し、当該調査に応募する企業等の範囲を広げる。 した。

なお、調査課題は食品の安全性に係る諸状況に応じて機動的に選定する必要があることを踏ま

え、年度の途中において緊急に調査を実施する必要が生じた場合には、随時、調査の対象課題を ○ 関係者に広く通知し、公正な入札機会を設ける観点から、公告開始から入札までの

選定する。また、選定した調査の対象課題については、実施計画をホームページ等に公開し、そ 期間を４週間以上確保した。

の内容を随時更新するとともに、選定手続に係る議事概要、調査結果については、個人情報や企

業の知的財産等の情報が含まれている等公開することが適当でないと判断される場合を除き、食

品安全総合情報システムにより公開する。

第６ リスク １ 食品健康影響評価に関する意見交換会の開催 【実施状況】

コミュニケ 委員会が行う食品健康影響評価に関する意見交換会については、国民の関心事項や意見等を把 ○ リスクコミュニケーション専門調査会で取りまとめられた「意見交換会の実施と評
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ーションの 握し、広く国民の理解を得るため、多様な場の設定と参加型の運営を目指す。 価に関するガイドライン」を踏まえ、意見交換会の計画段階において、テーマごとに

促進 具体的には、以下の観点からテーマの選定を行うとともに、リスクコミュニケーション専門調 適した開催方法（地方公共団体との連携等 、開催規模等を十分検討し、別添資料５の）

査会で取りまとめた「意見交換会の実施と評価に関するガイドライン」を踏まえ開催する。 とおり意見交換会を４３回開催した。そのうち２２回については放射性物質の食品健

・食品健康影響評価のうち、国民の関心の高いもの 康影響評価をテーマとして開催した（委員会単独で４回、厚生労働省との共催で７

・科学的な食品健康影響評価の考え方・プロセスについて説明の必要があるもの 回、地方公共団体との共催で３２回開催 。）

また、消費者等に身近な事項をテーマとした対話型の意見交換会とするため、地方公共団体や

地域の消費者団体等と連携して開催する。 ○ 地方公共団体との共催により、全国各地で、専門家でなくても参加しやすい気軽な

なお、意見交換会を開催する案件について、効果的にリスクコミュニケーションが行われるよ 雰囲気の中で、参加者相互間で意見交換するフォーラム形式の意見交換会を１４回、

う、メールマガジン、ホームページ等の情報発信手段と連携を図る。 参加者が少人数のグループに分かれて話し合い、そこで出た意見や疑問などについて

専門家と意見交換するワークショップ形式の意見交換会を６回実施した。実施後のア

ンケート結果では、理解度の項目で「理解できた 「ほぼ理解できた」との回答が概」、

ね８割以上となっている。

○ 消費者団体と連携した意見交換会を４回開催した。

○ 中学生を対象とした意見交換会として「ジュニア食品安全ゼミナール」を７回実施

した。

○ 地方公共団体等が実施する意見交換会等への講師派遣を１２４回行い、そのうち、

７５回については、放射性物質の食品健康影響評価についての講演を行った。

○ 意見交換会の概要をメールマガジンで配信するとともに、意見交換会で用いた資

料、説明内容、意見交換の内容等をホームページに掲載した。

２ 食品健康影響評価や食品の安全性に関する情報提供・相談等の積極的実施 ＜ホームページ、メールマガジンについて＞

（１）ホームページ等による情報提供 【実施状況】

国民に対し、正確で分かりやすい情報を迅速かつ適切に提供するため、国民の関心や提供し ○ ホームページにおいて、以下の情報を掲載するなど、分かりやすい情報発信に努め

た情報の理解・普及の状況・効果の把握に努めつつ、ホームページ、メールマガジンの配信、 た。また、食の安全ダイヤル等を通じて、国民の関心等の把握に努め、関心の高いと

季刊誌、パンフレットの発行等国民がアクセスしやすい様々なツールを用いて、積極的に情報 思われる食品の安全性に関する事案について「重要なお知らせ」等としてホームペー

提供を行う。特に、緊急時においては迅速性を重視した情報発信を行う。また、メールマガジ ジへの速やかな掲載、情報提供に努めた。

ンの会員募集等利用者の拡大に向けた取組を積極的に進める。

ホームページについては、ビジュアル化した参考資料や動画を活用した情報提供など一層の 「重要なお知らせ」としてホームページに掲載した情報は次のとおり。

内容の充実や迅速な更新、メールマガジン等との有機的な連携を図るとともに、特に、食品健 ・ 委員長からのメッセージ（緊急とりまとめを終えて （４月８日掲載））

康影響評価に係る審議状況や評価結果について、より一層分かりやすい情報提供を行う。ま ・ 腸管出血性大腸菌による食中毒に関する情報（５月６日掲載）

た、トップページのコンテンツ項目の見直し及び配置の見直しを行ったところであるが、更に ・ 放射性物質の食品健康影響評価の状況について（７月２６日掲載）

階層化を進めることによって一般的情報から、専門的情報に必要に応じてリンクできるようホ ・ 生食用食肉（牛肉）の食品健康影響評価の状況について（８月４日掲載）

ームページの改善を進める。 ・ 食品に含まれるトランス脂肪酸の食品健康影響評価の状況について（１０月２０

また 「自ら評価」の案件決定プロセスにおいても、国民の不安感等を丁寧に把握するとと 日掲載）、

もに 「自ら評価」の結果を丁寧に分かりやすく情報提供するのはもちろんのこと 「自ら評、 、

価」案件として決定されなかった事項についても、ホームページ等への掲載等、適切な手段で ○ 「自ら評価」に関してホームページに掲載した情報は次のとおり。

情報提供を行う。 ・ 「自ら評価」の実施状況
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・ 平成２２年度の自ら評価の提案案件についての食品健康影響評価の状況と参考資

料

○ 電子メールを用いた配信サービス（いわゆるメールマガジン）については、委員会

等の結果概要やホームページ新着情報等を、原則毎週金曜日に、約１万１千名の会員

に対し配信するとともに、委員会の開催案内、意見等の募集等の当日分の新着情報を

毎日１９時に、約８百名の会員に対し配信した。

○ また、食品の安全性に関する特に重要な事案については、その内容を速やかに知ら

せるために臨時メールマガジンを発行するとともに、地方公共団体へ情報提供を行っ

た。

〔参考〕臨時メールマガジンの内容の例

・４月１日： 東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響と食品の安全性につい「

て」の更新

・７月２６日： 放射性物質の食品健康影響評価の状況について」「

・８月５日： 生食用食肉（牛肉）の食品健康影響評価の状況について」「

・１０月２７日： 放射性物質の食品健康影響評価について」「

＜季刊誌「食品安全」等について＞

○ 季刊誌「食品安全」については、

・１０月（第２７号） 生食用食肉（牛肉）のリスク評価

・１１月（第２８号） 食品中に含まれる放射性物質のリスク評価

・平成２４年２月（第２９号）鶏肉におけるサルモネラ属菌のリスクプロファイル

・平成２４年３月（第３０号）トランス脂肪酸のリスク評価

を特集として発行した。

○ 食品安全確保総合調査において作成したビジュアル版「食品の安全に関する用語集

（改訂版 」をホームページに掲載した。）

（２）マスメディア関係者等との連携の充実・強化 【実施状況】

国民の関心の高い食品健康影響評価が行われた際に、国民に対する影響力や重要性を踏ま ○ 「放射性物質の食品健康影響評価」に関して、マスメディア関係者を対象として、７月

え、マスメディアや消費者団体等幅広い関係者との間で勉強会や懇談会を行うことなどによ ２０日に議論の経緯や放射線に関する基礎的事項を中心とした勉強会を、１０月２６日

り、適時適切な情報の提供と食品安全に関する理解の促進に積極的に努める。併せて、プレス に評価書の取りまとめに関する説明会を行った。

リリースのメール随時配信等によるマスメディア関係者へのきめ細やかな情報提供、取材に対 また、平成２４年２月１５日には、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策に係るこれまでの食

する丁寧な対応等を通じ、マスメディア関係者との連携の充実・強化に努める。 品健康影響評価について、報道関係者との意見交換会を行った。

また、委員会が収集・分析した情報を発信するだけでなく、一部国民の間に流布されている

不正確・不十分な情報への対応・補足説明としての情報発信も行う。

（３）食の安全ダイヤルを通じた消費者等からの相談等への対応 【実施状況】

食の安全ダイヤルを通じた消費者等からの相談や問い合わせについて 相談者の立場に立っ ○ 一般消費者等から２，０００件の相談や問合せを受け付け、多く寄せられる質問等に、
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た丁寧な対応を行うとともに、食の安全ダイヤルに寄せられた情報及び食品安全モニターから ついては、Ｑ＆Ａを作成し、ホームページに掲載した。

寄せられた情報は消費者庁その他の関係機関とも共有し、食品の安全性の確保に向けて有効活 〔参考〕

用を図る。 当委員会関係 ： ２３３件

食品健康影響評価関係： ３４４件

食品一般関係 ：１，３６４件 等

３ 食品の安全性についての科学的な知識・考え方の普及啓発の実施 【実施状況】

委員会が行う食品健康影響評価や食品の安全性についての正確な理解を広げ、食育の推進にも ○ ６月１８、１９日に静岡県で開催された第６回食育推進全国大会において、ブース

貢献するため、リスク分析の考え方などの食品の安全性に関する科学的な知識・考え方につい 出展し、リスク分析の考え方や委員会の役割に関するパネル展示やパンフレット類の

て、地方公共団体や教育機関等への講師の派遣、中学生等を対象とした意見交換会の開催、食品 配布を行った。

安全モニターを通じた地域への情報提供等を実施する。

また、ＤＶＤや啓発資材を活用し、広く普及啓発を推進する。 ○ 平成２４年３月３０日に小学校高学年を対象として、食の安全に関するクイズや委

員との意見交換を行い、食の安全について楽しく学ぶ「ジュニア食品安全委員会」を

開催した。

○ 地方公共団体と連携し、中学生を対象として、中学校技術・家庭科用副読本「科学

の目で見る食品安全」を基にしたクイズや食品安全委員会委員との意見交換等を行う

「ジュニア食品安全ゼミナール」を７回開催した。

○ 訪問学習の受け入れを行い、委員会を訪れた学生に対し、委員会の取組や食品の安

全性に関する説明・意見交換を行った。

○ 季刊誌「食品安全」のキッズボックス等の分りやすい資料をホームページに掲載

し、食品の安全性に関する情報提供を行った。

４ リスクコミュニケーター育成講座受講者への支援 【実施状況】

食品健康影響評価に関する参加型の意見交換会（グループディスカッション方式等）におい ○ 地方公共団体との共催で開催する意見交換会に併せて、リスクコミュニケーター育

て、これまで「リスクコミュニケーター育成講座」等により育成してきた人材の協力を得て、地 成講座受講者等を対象としてコミュニケーション手法に関するセミナーを２０回実施

域でのリスクコミュニケーションを効果的に推進する。 した。

また、食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションが地域においても自立的に展開さ

れるよう、リスクコミュニケーター育成講座受講者に対する知見の高度化のためのセミナーの開 ○ 地方公共団体との共催で開催した意見交換会において、リスクコミュニケーター育

催やメールボックスを活用した情報提供を実施する。 成講座受講者等に対し、ワークショップでの小グループにおける進行役として参加す

ることなど、リスクコミュニケーションの実践の機会を提供した。

○ 事務局と受講者の専用連絡窓口として設置したメールボックスから、リスクコミュ

ニケーター育成講座等の受講者が地域におけるリスクコミュニケーションを推進する

活動を行えるよう、必要な情報を提供した。

５ リスクコミュニケーションに係る関係府省、地方公共団体との連携 【実施状況】
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消費者庁やリスク管理機関と協力し、リスクコミュニケーションをより効果的に実施するた ○ 厚生労働省との共催で、食品中の放射性物質に関する意見交換会を７回開催した。

め、毎月２回程度、関係府省の担当者によるリスクコミュニケーション担当者会議において情報

交換を行うとともに、意見交換会の共催、関係府省が主催する意見交換会等への参画等の連携を ○ 地方公共団体との共催で意見交換会を３２回開催した。

図る。

地方公共団体との緊密な連携や情報の共有を図るため、地方公共団体（都道府県、保健所設置 ○ 平成２３年度全国食品安全連絡会議を１１月２２日に開催した。

市（政令指定都市、中核市を含む ）及び特別区）との連絡会議を開催する。また、食品健康影。

響評価や食品の安全性に関して、地域の消費者団体等関係団体や地域住民への情報提供にも資す

るよう、積極的に地方公共団体への情報提供を行うとともに、意見交換会については、地方公共

団体と開催ノウハウの共有を図るほか、リスクコミュニケーター育成講座受講者の協力を得て実

施するなど、地方公共団体と連携して、より効果的にリスクコミュニケーションを実施する。

第７ 緊急の １ 緊急事態への対処 【実施状況】

事態への対 委員会の緊急時対応の指針等を踏まえ、委員長談話の発表、ファクトシート、Ｑ＆Ａ等の作成 ○ 東日本大震災への対処として、政府対策本部やリスク管理機関との連携のもと、委

処 ・公表 「自ら評価」の実施やリスク管理機関から要請のあった食品健康影響評価の優先的実施 員会ホームページによる放射性物質の食品安全に関する情報提供を行うとともに、放、

など、必要性・緊急性の程度に応じた手段を用いて、危害物質の毒性等の科学的知見について速 射性物質の食品健康影響評価を実施した。食品健康影響評価(案)については、Ｑ＆Ａ

やかに委員会ホームページに公表する。国民の不安感を解消するため、緊急時には臨時的に休日 やワーキンググループによる検討の経過等と併せてホームページに掲載し、パブリッ

の食の安全ダイヤル開設等の柔軟な対応を行う。また、必要に応じて、重要事項としての調査審 クコメントを実施するとともに、８月２日に意見交換会を開催し、１０月２７日の第

議やリスク管理機関への意見申出を行うなど、消費者庁その他の関係行政機関等との連携を図り ４０５回委員会会合において評価を終了し、リスク管理機関に通知した。

対処する。

○ 腸管出血性大腸菌による食中毒の発生への対処として、委員会ホームページによる

ハザード情報等の提供や、リスク管理機関からの要請に基づく食品健康影響評価を実

施した。また、食品健康影響評価（案）については、ホームページに掲載し、パブリ

ックコメントを実施するとともに、８月１２日に意見交換会を開催し、８月２５日の

第３９６回委員会会合において評価を終了し、リスク管理機関に通知した。

○ この他、食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利

用した添加物（１２月 、放射性セシウムが検出された粉ミルク（１２月）及び鳥取）

県で発生したボツリヌス食中毒（平成２４年３月）への対処として、委員会ホームペ

ージによるハザード情報等の提供を行った。

２ 緊急事態への対処体制の整備 【実施状況】

企画等専門調査会（平成２３年９月３０日以前は、緊急時専門調査会）において、緊急時対応 ○ ９月２日の第３３回緊急時対応専門調査会において、平成２２年度食品安全委員会

訓練の結果及び実際の緊急時対応の検証を行い、緊急時対応の問題点や改善点等について検討 緊急時対応訓練結果及び東日本大震災への対応状況について検証し、課題及びその改

し、必要に応じて委員会の緊急時対応の指針の見直しを行う。 善点を明確にするとともに、当該改善点を反映した食品安全委員会緊急時対応マニュ

また、緊急時における迅速性を重視した情報発信を行うため、その時点で把握している科学的 アルの改定案を作成した。

知見を「ハザード概要シート」等として出せるよう提供先のニーズを踏まえて整理する。 また、食品安全委員会緊急時対応マニュアルに基づく作業手順の詳細について定め

た食品安全委員会緊急時対応手順書を、第３３回緊急時対応専門調査会における審議

結果及び平成２４年２月３日の第２回企画等専門調査会における平成２３年度食品安

全委員会緊急時対応訓練の検証結果を踏まえ、同年３月に策定した。
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○ 科学的知見を中心としたわかりやすい情報の迅速な提供に備えたプレスリリース資

料の定型例として、これまでに作成していた化学物質関係とウイルス関係の３事例に

加え、平成２３年度食品安全委員会緊急時対応訓練を通して微生物関係の２事例を作

成した。

○ 緊急時において、専門委員の正確な科学的知見の提供が必要な場合に備え、専門委

員の緊急時用連絡網を整備した。

３ 緊急時対応訓練の実施 【実施状況】

緊急事態等を想定した緊急時対応訓練を行い、緊急時対応体制の実効性を確認するとともに、 ○ ９月１５日の第３９９回委員会会合において、平成２３年度食品安全委員会緊急時

担当者の実践的対応能力の向上等を図る。 対応訓練計画を決定した。

〔計画の内容〕

緊急時対応マニュアル等の実効性の向上とより迅速かつ的確な情報提供に向けた組

織能力の向上を重点課題とし、訓練を実施する。

○ 実効性のある訓練とするため、実務研修と確認訓練の２本立ての訓練設計とし、次

のとおり実施した。

＜実務研修＞

・緊急時対応手順研修、ホームページ掲載研修：９月３０日、１０月３日～７日、

１０月１１日～１３日、１０月１７日

・記者説明会対応研修Ⅰ（資料作成 ：１０月２０日）

・記者説明会対応研修Ⅱ（説明応答 ：１１月１０日）

＜確認訓練＞

・確認訓練：１２月６日

○ 平成２４年２月１６日の第４１９回委員会会合において、平成２４年度食品安全委

員会緊急時対応訓練計画を決定した。

〔計画の内容〕

重要な情報を迅速かつ的確に国民に提供するための組織能力の向上と緊急時対応マ

ニュアル等の実効性の向上を重点課題とし、訓練を実施する。

第８ 食品の 食品健康影響評価のほか、緊急時対応、重要事項の調査審議等に活用するため、国内外の食品 ① 食品安全総合情報システムの活用

安全性の確 の安全性の確保に関する科学的情報をリスク管理機関や消費者庁と連携しつつ一元的に毎日収集 【実施状況】

保に関する し、情報の受け手や使い手である消費者等の国民やリスク管理機関などのニーズに対応できるよ ○ 「食品安全総合情報システム」に登録されている情報については、ホームページ上で

情 報 の 収 う的確な整理及び分析を行う。整理・分析した情報については、委員会のホームページ上で情報 運用を行い、個人情報や知的財産に関わる情報の保護に十分配慮しつつ、広く国民に

集、整理及 検索を行うことができるデータベースシステムである「食品安全総合情報システム」を活用し 提供した。

び活用 て、リスク管理機関等との最新かつ正確な情報の共有と連携の確保を図るとともに、個人情報、

知的財産に関わる情報等の保護に十分配慮して食品安全総合情報システムや隔週ごとに作成する ○ 食品の安全性の確保に関する最新情報について、隔週で「ハザード報告シート」を

「ハザード報告シート」により適切かつ分かりやすく国民に発信する。 作成し、委員会会合において報告するとともに公表した。

このため、食品の安全性の確保に関する最新情報についての委員会会合における検討を隔週に
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実施するほか、食品安全総合情報システムへの追加登録、更新、保守管理等を実施するとともに ○ 同システムへの食品の安全性の確保に関する最新情報の追加登録、更新、保守管理

食品安全総合情報システムがより一層活用されるよう普及を推進する。さらに、登録された情報 等を、随時実施した。

を基に「自ら評価」に資する情報の整理分析やファクトシート、緊急時等において迅速性・簡潔

性を重視する観点からその時点で把握している科学的知見を取りまとめた「ハザード概要シー ○ ホームページ上で、食品安全関係情報を追加登録した旨を新着情報でお知らせする

ト」等の作成・更新を進める。 こととしたほか、トップページに、当該追加登録情報にワンクリックで移動できるア

なお、食品健康影響評価や緊急時の対応等において、外部の専門家の専門知識の活用を図るた イコンを設け、利便性を向上させた。

め、専門情報の提供に協力いただける専門家等とのネットワーク作りに引き続き務める。

○ 登録された情報を基に、平成２２年度に「自ら評価」を行う案件として選定され

た、加熱時に生じるアクリルアミドに関する情報を整理分析し、その結果を１２月２

２日の第４１３回委員会会合において報告した。

② ネットワーク作り

【実施状況】

○ 食品安全関係団体への委員会職員の派遣によるリスク評価・委員会活動等の説明、

各種団体への季刊誌等のパンフレットの配布による情報提供を行うなど、ネットワー

ク作りに努めた。

第９ 国際協 ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議（ＪＥＣＦＡ 、同合同農薬専門家会議（ＪＭＰ ① 国際会議等への派遣）

調の推進 Ｒ）その他、コーデックス委員会（Ｃｏｄｅｘ）各部会、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）タスク 【実施状況】

・フォース会合等食品の安全性に関する国際会議等に委員等を計画的に派遣する。これらの国際 ○ ＪＭＰＲ専門家会合、ＪＥＣＦＡ専門家会合、その他の食品の安全性に関する国際

会議等に関する情報については、必要に応じ、委員会に速やかに報告し、情報の共有及び発信に 会議等に専門委員等を派遣し（１１回 、その成果について、報告会の開催や関係の専）

努める。また、海外の研究者及び専門家を招へいし、食品の安全性の確保に関する施策の策定に 門調査会での報告、報告書の供覧等により、情報の共有を図った。

必要な科学的知見の充実を図る。さらに、欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）や豪州・ニュージーラ

ンド食品安全基準機関（ＦＳＡＮＺ）とその他外国政府機関との連携を強化・具体化するための ② 外国政府機関や国際機関等との連携強化、海外研究者の招聘

定期会合の開催等の取組を推進する。併せて、月報や年度運営計画の配信等英語版ホームページ 【実施状況】

の充実を図る。また、食品健康影響評価結果の概要を含め、広く外国政府機関や国際機関への情 外国政府機関や国際機関等との連携強化

報発信を強化し、情報交換することにより、国際的な貢献を推進する。 ○ １０月にEFSAの独立性と科学の信頼性に関するワークショップに参加し、食品安全

委員会の独立性や役割について意見を述べた。

○ １１月に韓国で開催された韓国食品医薬品安全庁・ドイツ連邦リスク評価研究所合

同シンポジウムへ出席し、食品安全委員会の取り組みの紹介や「食品に含まれる放射

性物質の食品健康影響評価」について説明した。

○ １１月にスペイン食品安全栄養庁（AESAN）とカタルーニャ食品安全機関（ACSA）を

訪問し、食品安全のリスク評価及びリスクコミュニケーション分野を中心とした情報

交換を行い、日本の制度の理解促進を図るとともに、スペインの制度運用の実態を把

握した。

○ 平成２４年２月～３月にフランス及びドイツの食品安全機関を訪問し、勧告・意見

申出・モニタリング等についての情報収集と意見交換を行った。

○ 平成２４年３月にタイ厚生省及び農業協同組合省を訪問し、タイの食品安全への取

り組みについて情報収集を行うとともに食品安全委員会の紹介と意見交換を行った。

○ 平成２４年３月にFSANZを訪問し、現在の取組について意見交換を行った。また、同

時に開催された化学物質リエゾン会合に参加した。参加各国の担当者から、最近のリ
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スク評価や管理状況、関心事項等について、報告と議論が行われた。

海外研究者の招聘

○ 海外の研究者等を招へいし、食品安全に係る意見交換等を実施した。

平成２４年２月１日：JECFA/JMPRにおける毒性評価の現状

WHO アンジェリカ・トリッチャー博士

平成２４年３月２８日、２９日：リステリア症－北米、欧州、豪州の経験に学ぶ－

米国疾病予防管理センター バーバラ メオン博士

イーウィン・トッドコンサルティング イーウィン トッド博士

ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁 ぺトラ・ルーバー博士

タスマニア大学／オーストラリア海産物共同研究センター トム

ロス博士

③ 海外への情報発信

【実施状況】

○ 各国の食品安全に関する行政担当者を中心とした化学物質の安全性に関するリエゾ

ングループ（IFCSLG：International Food Chemical Safety Liaison Group）の電話

会議に参加（２回（５月 ）し、日本における化学物質の安全性に関する評価等の情報）

発信、情報交換を行った。

○ カナダ保健省の呼びかけでIFCSLGと同様のリエゾングループである「食品中の微生

物の安全性に係るリエゾングループ（IMFSLG＝International Microbial Food Safety

Liaison Group 」が平成２３年９月に立ち上がり、その電話会議に参加（２回（９）

月、平成２４年３月 ）し、情報交換を行った。）

○ 英語版ホームページに、月報及び平成２３年度食品安全委員会運営計画（抜粋）の

掲載を行ったほか、放射性物質に係る食品健康影響評価について、緊急とりまとめ、

評価書案要約、委員長メッセージ等を掲載した。月報及び平成２３年度食品安全委員

会運営計画（抜粋）については、MOCを交換しているEFSA及びFSANZへ送付した。

注：月、月日の表記において年を付していない場合は、平成２３年の月、月日。
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（別添資料１）

平成２３年度食品健康影響評価技術研究採択課題

研究領域

研究課題

① 化学物質関連分野（胎児期・発達期の暴露に関する研究）

・胎児移行性における種差を反映したヒト胎児毒性リスク評価手法の開発

② 生物学関連分野（有害微生物等に関する研究）

・食品を介するリステリア感染症に係わる高病原性リステリア株の評価と生体側の要因を加味した食品健康影響評価に関する研究

③ 新しい評価手法の開発に関する分野（遺伝子改変モデル動物等を用いた新しい評価に関する研究 ））

・肝臓キメラマウスを用いたヒト型代謝プロファイルの外挿によるリスク評価手法の開発

・ラットにおける遺伝毒性・反復投与毒性併合試験法の開発

④ 自ら評価や新たなハザードへの対応、緊急時対応等に必要な分野

・アルセノシュガー、アルセノリピッドを含有する食品摂取による健康リスク評価

・食品中のアルミニウムの神経発達系への影響など、新生児発育に対するリスク評価研究

・日本における農薬等の急性参照用量設定のためのガイダンス作成に関する研究
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（別添資料２）

平成２３年度食品健康影響評価技術研究継続課題

＜平成２１年度採択課題（５課題）＞

研究領域

研究課題

① 食品中の化学物質の健康影響評価手法に関する研究領域

・ビスフェノールＡによる神経発達毒性の新たな評価手法の開発

② 食品に起因する有害微生物のリスク評価法に関する研究領域

・かび毒・きのこ毒の発生要因を考慮に入れたリスク評価手法の開発

・日本海沿岸地域における熱帯・亜熱帯性魚毒による食中毒発生リスクの評価法の開発

③ 新たな危害要因の予測や新しい健康影響評価手法に関する研究領域

・メラミンによる腎不全の発生機序の解明と健康影響評価手法の確立

・アルキルシクロブタノン類を指標とした照射食品の安全性解析

＜平成２２年度採択課題（８課題）＞

研究領域

研究課題

① 食品中の化学物質の健康影響評価手法に関する研究領域

・遺伝子発現モニターマウスを用いた発達期脳に対する化学物質暴露影響評価法の開発

・フタル酸エステルの生殖・次世代影響の健康リスク評価に関する研究

・食品中化学物質への胎生～新生期暴露が情緒社会性におよぼす影響評価手法の開発

③ 新たな危害要因の予測や新しい健康影響評価手法に関する研究領域

・食品中ナノマテリアルの腸管吸収及び体内動態の特性を利用したリスク評価手法の開発

・グリシドール脂肪酸エステルおよび３-MCPD脂肪酸エステルの安全性評価に関する研究

・用量反応性評価におけるベンチマークドース法の適用に関する研究

・ナノ物質の経口暴露による免疫系への影響評価手法の開発

・トランス脂肪酸による動脈硬化性疾患の発生機序の解明と健康影響評価手法の確立
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（別添資料３）

平成２２年度終了食品健康影響評価技術研究の事後評価一覧

＜平成２０年度採択課題（５課題）＞

研究領域

研究課題 評価結果

① 食品中の化学物質の健康影響評価手法に関する研究領域

・日本人小児の鉛曝露とその健康リスクに関する研究 目標以上の成果があった。

② 食品に起因する有害微生物のリスク評価法に関する研究領域

・プリオン遺伝子ホモノックアウト牛の特性に関する研究 目標の達成には不十分であった。

・定量的リスク評価の有効な実践と活用のための数理解析技術の開発に関する研究 目標以上の成果があった。

③ 新開発食品の健康影響評価手法に関する研究領域

・受容体結合測定法を応用した新食品等の健康影響評価法の開発と応用 目標の達成には不十分であった。

④ リスクコミュニケーションの推進に関する研究領域

・食品健康被害に伴う社会的過剰反応の確認、予測手法の確立とこれを最小限に抑えるためのリ 目標の達成には不十分であった。

スクコミュニケーション手法の確立

＜平成２１年度採択課題（１課題）＞

研究領域

研究課題 評価結果

① 食品中の化学物質の健康影響評価手法に関する研究領域

・内分泌かく乱作用が疑われる化合物の実験動物を用いた低用量影響評価法の確立 目標を達成した。

＜平成２２年度採択課題（１課題）＞

研究領域

研究課題 評価結果

② 食品に起因するかび毒・自然毒、有害微生物等の健康影響評価手法関する研究領域

・市販鶏卵における Enteritidis汚染の実態解明とリスク評価法への活用について 目標を達成した。Salmonella
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（別添資料４）

平成２３年度食品安全確保総合調査課題

番号 調 査 課 題 実施状況

１ 放射性物質の食品健康影響評価に関する情報収集調査 調査終了

２ 腸管出血性大腸菌の食品健康影響評価に関する調査 調査終了

３ ポジティブリスト制度施行に伴う暫定基準の設定された農薬、動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影響評価に関する調査 調査終了

４ 食品中に含まれる物質等の安全性評価等科学的知見の収集に関する調査 調査終了

５ 海外のリスク評価機関におけるガイドライン等に関する調査 調査終了

６ 諸外国におけるリスク管理措置のモニタリング・勧告の実情に関する調査 調査終了

７ 健康食品等の安全性情報に関する調査 調査終了

８ 海外におけるリステリア・モノサイトゲネスの評価手法等に関する基礎的調査 調査終了
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（別添資料５）

平成２３年度に開催した意見交換会

番号 日付 開催地 意見交換会名 共催団体

１ ６月１８日 静岡県 食品の安全を考える～食肉の生食による食中毒のリスクを中心に～ 静岡県

２ ８月 ２日 東京都 食品に関するリスクコミュニケーション－放射性物質に係る食品健康影響評価－

３ ８月１２日 東京都 食品に関するリスクコミュニケーション－生食用食肉（牛肉）に係る食品健康影響評価について－

４ ８月２５日 岡山県 食品のリスクを考えるフォーラム（岡山県岡山市）～食品と放射性物質～ 岡山県

５ ８月２５日 岡山県 食品のリスクを考えるフォーラム（岡山県津山市）～食品と放射性物質～ 岡山県

６ ８月３０日 山口県 食品のリスクを考えるフォーラム（下関市）～生食用食肉のリスク～ 下関市

７ ９月１６日 長崎県 食品のリスクを考えるワークショップ（長崎県）～知っとる？食品添加物～ 長崎県

８ ９月２７日 愛知県 食品のリスクを考えるサイエンスカフェ（愛知県岡崎市）～食品と放射性物質～ 愛知県、岡崎市、岡崎市食育推進ボランティア

９ １０月 ６日 佐賀県 食品のリスクを考えるフォーラム（佐賀県）～私たちの健康と食品添加物の安全性～ 佐賀県

１０ １０月１８日 徳島県 食品のリスクを考えるワークショップ（徳島県）～食品と放射性物質について～ 徳島県

１１ １０月１９日 滋賀県 食の安全・安心シンポジウム（滋賀県）食品のリスクを考える～食品と放射性物質～ 滋賀県、滋賀県生活協同組合連合会

１２ １０月２０日 東京都 食品のリスクを考えるフォーラム（東京都世田谷区）～食品と放射性物質～ 東京都

１３ １０月２５日 愛媛県 ジュニア食品安全ゼミナール（愛媛県） 愛媛県

１４ １０月２５日 鹿児島県 食品のリスクを考えるワークショップ（鹿児島県）～食の安心は食品の安全性とリスクを知ることから～ 鹿児島県

１５ １１月 １日 東京都 食品に関するリスクコミュニケーション－トランス脂肪酸に係る食品健康影響評価について－

１６ １１月 １日 山形県 食品のリスクを考えるフォーラム（山形県）～食品と放射性物質～ 山形県

１７ １１月１１日 愛媛県 食品のリスクを考えるフォーラム（松山市）～食品と放射性物質～ 松山市

１８ １１月１１日 京都府 食品のリスクを考えるワークショップ（京都府）～お肉の生食と食中毒～ 京都府

１９ １１月１５日 富山県 ジュニア食品安全ゼミナール（富山県） 富山県

２０ １１月１８日 秋田県 ジュニア食品安全ゼミナール（秋田県） 秋田県

２１ １１月１８日 岡山県 食品のリスクを考えるワークショップ（岡山市）～食肉の生食のリスクを知ろう～ 岡山市

２２ １１月２９日 山口県 食品のリスクを考えるワークショップ（山口県）～食品中の放射性物質による健康への影響～ 山口県、山口県地域消費者団体連絡協議会
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２３ １１月２９日 鹿児島県 ジュニア食品安全ゼミナール（鹿児島県） 鹿児島県

２４ １１月３０日 福岡県 ジュニア食品安全ゼミナール（福岡県） 福岡県

２５ １２月 ２日 兵庫県 食品のリスクを考えるフォーラム（兵庫県）～食品と放射性物質～ 兵庫県

２６ １２月 ９日 長崎県 食品のリスクを考えるフォーラム（長崎県佐世保市）～お肉を生で食べることのリスクを知ろう！～ 佐世保市

２７ １２月１３日 高知県 ジュニア食品安全ゼミナール（高知市） 高知市

２８ １２月２１日 奈良県 食品のリスクを考えるフォーラム（奈良県）～気になる食品添加物～ 奈良県

２９ １月１６日 東京都 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

３０ １月１７日 愛知県 食品のリスクを考えるフォーラム（豊田市）～食中毒菌のリスク評価と適切な調理～ 豊田市

３１ １月１９日 群馬県 食品のリスクを考えるフォーラム（群馬県）～食品と放射性物質～ 群馬県、群馬県生活協同組合連合会

３２ １月２４日 福島県 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

３３ １月２７日 広島県 食品のリスクを考えるフォーラム（広島市）～生食用食肉のリスク～ 広島市

３４ １月３１日 東京都 食品のリスクを考えるフォーラム（大田区）～食品と放射性物質～ 大田区

３５ １月３１日 福岡県 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

３６ ２月 ３日 沖縄県 ジュニア食品安全ゼミナール（沖縄県） 沖縄県

３７ ２月 ６日 宮城県 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

３８ ２月１０日 岩手県 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

３９ ２月１０日 熊本県 食品のリスクを考えるフォーラム（熊本県）～食品添加物を知ろう！～ 熊本県

４０ ２月１７日 兵庫県 食品のリスクを考えるワークショップ（神戸市）～知ってる？放射性物質～ 神戸市

４１ ２月２０日 愛知県 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

４２ ２月２８日 大阪府 食品に関するリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質対策に関する説明会～ 厚生労働省

４３ ３月２８日 東京都 食品安全委員会セミナー「リステリア症 －北米、欧州、豪州の経験に学ぶ－」
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